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弁
護
士
の
中

坊
公
平
氏
の
訃

報
が
新
聞
に
載

っ
て
い
た
。
中

坊
氏
は
「
豊
田

商
事
事
件
」
や

瀬
戸
内
海
の
豊

島
の
「
産
業
廃
棄
物
不
法
投

棄
事
件
」
な
ど
、
被
害
者
や

住
民
の
立
場
に
立
っ
て
救
済

に
あ
た
っ
た
こ
と
か
ら
「
平

成
の
鬼
平
」
と
呼
ば
れ
た
▼

中
坊
氏
の
弁
護
士
活
動
の

「
原
点
」
は
「
森
永
ヒ
素
ミ

ル
ク
中
毒
事
件
」
に
あ
っ
た

と
い
う
。
ヒ
素
ミ
ル
ク
の
被

害
者
に
弁
護
を
頼
ま
れ
た
と

き
、
彼
は
被
害
者
の
家
を
一

軒
一
軒
訪
ね
、
被
害
児
を
そ

の
目
で
み
て
、
親
の
悲
痛
な

叫
び
（
森
永
乳
業
を
責
め
る

の
で
は
な
く
、
ミ
ル
ク
を
飲

ま
せ
た
自
分
を
責
め
る
親
の

姿
）
に
弁
護
を
決
断
、
保
障

金
で
は
な
く
親
亡
き
後
の
子

ど
も
の
恒
久
保
障
を
勝
ち
取

ら
れ
た
。
被
害
者
の
実
態
や

声
を
聴
く
こ
と
で
、
問
題
の

本
質
を
把
握
し
て
弁
護
を
す

る
と
い
う
姿
勢
の
原
点
だ
っ

た
と
い
え
る
▼
同
じ
弁
護
士

を
職
業
に
し
て
い
た
橋
下
市

長
の
昨
今
の
発
言
。
従
軍
慰

安
婦
の
方
よ
り
直
接
話
も
聞

か
ず
、
沖
縄
県
民
の
声
に
耳

を
傾
け
ず
、
風
俗
業
で
働
い

て
い
る
人
の
実
態
を
調
べ

ず
、
自
分
の
考
え
だ
け
の
発

言
で
ど
れ
だ
け
の
人
を
傷
つ

け
て
い
る
か
。
批
判
を
受
け

て
も
な
お
、
な
ぜ
こ
ん
な
に

批
判
さ
れ
る
の
か
わ
か
っ
て

い
な
い
様
子
に
、
市
長
の
人

権
感
覚
の
欠
如
を
感
じ
る
の

は
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う 
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６／１ ６月27日（木） 19:00～
エルおおさか

公衛研の独法化許さず公衛研の独法化許さず
充実を求める集会充実を求める集会

1976

とき　６月８日（土）14:00～16:30　開場13:30

場所　クレオ大阪中央
　　　　（地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅下車１番出口、北東へ徒歩３分）

主催　社会保障制度改革推進法廃止を求める大阪実行委員会
 連絡先　大阪社会保障推進協議会　☎06-6354-8662

怒る大阪府民集会怒る大阪府民集会
社会保障の改悪、消費税増税に社会保障の改悪、消費税増税に

「憲法25条のはたしてきた役割を検証し、
自民党の改正案を斬る」
　　　　　　　　　伊藤 周平さん（鹿児島大学大学院教授）

　第１部●講演

社会保障制度改革推進法は何を狙い、
　　　　私たちはどう運動していくのか

　第２部●スピーチ

押
し
寄
せ
る
値
上
げ
の
波

　

安
倍
政
権
の
す
す
め
る
「
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
で
急
激
な
円
安

が
進
行
し
、
食
料
品
や
日
用
品

へ
の
値
上
げ
ラ
ッ
シ
ュ
の
波
が

押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
府
職
員
は
10
数
年
に

わ
た
り
賃
金
カ
ッ
ト
・
抑
制
さ

れ
て
お
り
、
値
上
げ
ラ
ッ
シ
ュ

は
、
い
っ
そ
う
生
活
を
直
撃
し

ま
す
。

　

一
部
の
企
業
で
の
賃
上
げ
も

報
道
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
全
体

の
流
れ
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、

「
賃
金
水
準
の
引
上
げ
」
に
は

ほ
ど
遠
い
状
況
で
す
。

　

安
倍
首
相
は
、
国
会
で
の
追

及
も
受
け
て
、
財
界
に
賃
上
げ

6
5
4
3
2
1
00
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売
上
高
６
兆
４
６
０
０
億
円

製
造
現
場
へ
の
派
遣
を
最
長
３
年
間
に

４
兆
円
産
業
に

２
兆
円
産
業
に

売
上
高
１
兆
円
突
破

製
造
現
場
へ
の
派
遣
解
禁
（
期
間
は

１
年
間
）、他
の
一
般
業
務
は
最
長
３

年
、
専
門
26
業
務
は
期
間
限
定
な
し

原
則
自
由
化（
港
湾
運
送
、
建
築
、
警

備
、
医
療
関
連
、製
造
現
場
は
禁
止
）、

専
門
26
業
務
以
外
は
期
間
１
年
間

26
業
務
に
拡
大
、
育
児
・
介
護
休
業

取
得
者
に
代
わ
る
派
遣
の
原
則
自
由

化制
定
時
13
業
務
、
施
行
直
後
に
３
業

務
追
加
。
派
遣
会
社
数
３
８
８
１
社
、

売
上
高
１
９
６
８
億
円

を
要
請
し
ま
し
た
が
、
要
請
に

は
法
的
な
拘
束
力
も
な
く
、
実

際
に
賃
上
げ
さ
れ
る
か
ど
う
か

は
「
会
社
任
せ
」
で
す
。

　

安
倍
内
閣
が
、
本
気
で
景
気

を
回
復
さ
せ
、
日
本
経
済
を
再

生
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
治
の

力
に
よ
っ
て
、
日
本
全
体
の
賃

上
げ
を
行
う
べ
き
で
す
。

特
効
薬
は
最
賃
ア
ッ
プ

　

そ
の
第
一
の
方
法
は
、
最
低

賃
金
の
大
幅
引
上
げ
と
全
国
一

律
最
賃
制
度
の
確
立
で
す
。

　

い
ま
、労
働
者
の
約
35
％（
大

阪
で
は
45
％
）が
非
正
規
労
働

者
で
す
。
年
収
２
０
０
万
円
以

下
の
労
働
者
は
１
千
万
人
を
こ

え
、
全
労
働
者
の
４
分
の
１
に

迫
っ
て
い
ま
す
。
最
賃
の
引
上

げ
は
賃
金
の「
底
上
げ
」
と
な

り
、
非
正
規
労
働
者
に
限
ら
ず

多
く
の
労
働
者
に
波
及
し
ま

す
。さ
ら
に
は
年
金
な
ど
、社
会

保
障
に
も
大
き
く
影
響
し
ま
す
。

　

最
賃
の
引
上
げ
額
は
毎
年
、

厚
労
省
の
審
議
会
で
決
定
さ
れ

ま
す
。
政
府
が
本
気
に
な
れ

ば
、
す
ぐ
に
で
も
大
幅
賃
上
げ

が
可
能
で
す
。
決
め
ら
れ
た
最

賃
は
、
ど
こ
で
も
誰
で
も
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す

か
ら
、
企
業
に
と
っ
て
も
「
不

公
平
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

３
年
間
で
最
賃
が
１
・
５
倍
に

な
っ
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
地

域
経
済
が
活
性
化
し
、
企
業
利

益
に
つ
な
が
る
」
と
財
界
・
大

企
業
も
歓
迎
の
声
明
を
出
し
て

い
ま
す
。

労
働
者
は「
派
遣
」で

は
な
く「
正
規
」に

　

も
う
一
つ
の
方
法
は
、
労
働

業
務
に
つ
い
て
は
期
間
の
定
め

も
あ
り
ま
せ
ん
。
規
制
緩
和
と

同
時
に
、
派
遣
社
員
と
派
遣
会

社
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、

制
定
当
時
１
９
６
８
億
円
だ
っ

た
派
遣
会
社
の
売
上
高
は
、
２

０
０
７
年
に
は
６
兆
４
６
０
０

億
円
に
も
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
政
治
（
法
律
）
が
非

正
規
労
働
者
を
増
加
さ
せ
て
い

ま
す
。

政
治
の
責
任
を
ご
ま
か

す
公
務
員
バ
ッ
シ
ン
グ

　

こ
の
よ
う
に
、
労
働
者
を
守

る
「
ル
ー
ル
」
が
ど
ん
ど
ん
壊

さ
れ
、
そ
の
結
果
、「
ワ
ー
キ

ン
グ
プ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
「
貧
困
」
が
増
大
し
て
い
ま

す
。
ま
さ
に
「
貧
困
」
は
自
己

責
任
で
は
な
く
、
政
治
の
責
任

と
い
え
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
公
務
員
バ
ッ

シ
ン
グ
や
生
活
保
護
バ
ッ
シ
ン

グ
を
意
図
的
に
つ
く
り
出
し
、

政
治
に
対
す
る
不
満
を
そ
ら
す

た
め
に
、
公
務
員
賃
金
の
引
下

げ
や
生
活
保
護
支
給
額
の
引
下

げ
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

い
ま
、
全
国
的
に
す
す
め
ら

れ
て
い
る
国
家
公
務
員
の
賃
下

げ
を
地
方
公
務
員
に
押
し
つ
け

る
動
き
も
、
国
民
に
消
費
増
税

を
押
し
つ
け
る
「
前
さ
ば
き
」

賃
金
カ
ッ
ト
の
中
止

賃
金
カ
ッ
ト
の
中
止
、、賃
金
の
底
上
げ
を
実
現
し
よ
う
！

賃
金
の
底
上
げ
を
実
現
し
よ
う
！

労
働
者
い
じ
め
の
政
治
か
ら
労
働
者
を
守
る
政
治
へ

労
働
者
い
じ
め
の
政
治
か
ら
労
働
者
を
守
る
政
治
へ

アベノミクスで

くらしは
良くなるのか

者
派
遣
法
を
抜
本

的
に
改
正
し
、
派

遣
労
働
を
原
則
禁

止
に
す
る
こ
と
で

す
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
も
法
律
で
す

か
ら
、
政
治
の
力

で
実
現
可
能
で

す
。
図
１
を
見
て

も
わ
か
る
よ
う

に
、
１
９
８
５
年

に
労
働
者
派
遣
法

が
制
定
さ
れ
、
そ

の
対
象
業
務
が
拡

大
（
規
制
緩
和
）

さ
れ
続
け
、
現
在

で
は
全
業
務
に
拡

大
さ
れ
、
専
門
26

で
あ
る
こ
と
は
政
府
自
ら
が
言

及
し
て
い
ま
す
。

賃
上
げ
＝
経
済
成
長
は

世
界
の
常
識

　

「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
景
気
が

良
く
な
る
」
と
い
う
幻
想
が
振

り
ま
か
れ
て
い
ま
す
が
、
相
次

ぐ
値
上
げ
の
あ
と
に
、
消
費
税

の
増
税
や
社
会
保
障
の
大
改
悪

も
狙
わ
れ
て
お
り
、
国
民
の
生

活
が
い
っ
そ
う
苦
し
く
な
る
の

は
目
に
見
え
て
い
ま
す
。
財
界

・
大
企
業
や
ご
く
一
部
の
富
裕

層
で
は
な
く
、
中
小
企
業
や
国

民
・
労
働
者
の
く
ら
し
に
光
を

あ
て
る
こ
と
こ
そ
、
真
の
景
気

回
復
、
日
本
経
済
再
生
の
道
で

す
。
図
２
で
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
賃
上
げ
が
経
済
成
長
に
つ

な
が
る
こ
と
は
、
世
界
の
常
識

と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
、

政
治
の
力
が
問
わ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

図１　労働者派遣法制定以来の推移

＜雇用者報酬＞（1997年＝100）

＜国内総生産（GDP）＞（1997年＝100）
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イギリス 189.8

イギリス 181.5
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出所：日本は内閣府「国民経済計算年報」、外国はOECDデータベース

アメリカ 177.8

フランス 163.1

ドイツ 129.2

日本 87.8

図２ 各国の雇用者報酬と国内総生産の推移
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